
大
型
連
休（
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
）

の
本
庁
舎
と
尾
山
台
・
上
尾
駅
出

張
所
の
土
曜
日
の
業
務

行
政
経
営
課

�
７
７
５
―

３
９
６
３

�
７
７
６
―

８
８
７
３

市
民
課

�
７
７
５
―

５
１
２
８

�
７
７
５
―

９
８
２
７

市
役
所
本
庁
舎
１
階
・
２
階（
市
民
税

課
、
納
税
課
、
障
害
福
祉
課
、
高
齢
介
護

課
に
限
る
）・
５
階（
子
ど
も
支
援
課
、
保

育
課
に
限
る
）の
窓
口
、
尾
山
台
・
上
尾

駅
出
張
所
は
、
４
月
２７
日
㈯
は
業
務
を
行

い
ま
す
。
５
月
４
日
㈷
は
、
シ
ス
テ
ム
更

新
作
業
の
た
め
閉
庁
し
ま
す
。

大
型
連
休（
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
）

の
ご
み
収
集
・
直
接
搬
入

西
貝
塚
環
境
セ
ン
タ
ー

�
７
８
１
―

９
１
４
１

�
７
８
１
―

９
１
６
６

■
大
型
連
休（
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
）の

ご
み
収
集

４
月
２７
日
㈯
〜
５
月
６
日
㈷
の
ご
み
収

集
は
、
配
布
し
て
い
る「
ご
み
収
集
カ
レ

ン
ダ
ー
」の
と
お
り
で
す
。
ご
み
は
正
し

く
分
別
し
、
収
集
日
の
８
時
ま
で
に
ご
み

集
積
所
に
出
し
て
く
だ
さ
い
。
※
ご
み

の
量
や
交
通
事
情
の
た
め
、
収
集
時
間
が

変
動
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

■
大
型
連
休（
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
）の

ご
み
の
直
接
搬
入

直
接
搬
入
日
は
次
の
と
お
り
で
す
。
搬

入
の
際
は
、
係
員
の
指
示
・
誘
導
に
従
っ

て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
市
内
で
発
生
し
た

ご
み
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
、
本

人
確
認
が
で
き
る
物（
自
動
車
運
転
免
許

証
他
）を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。
※
搬
入
ま

で
に
１
時
間
以
上
か
か
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
【
搬
入
日
】４
月
２９
日
㈷
〜
５
月
３

日
㈷
、
５
月
６
日
㈷
８
時
４５
分
〜
１１
時
３０

分
【
処
理
手
数
料
】家
庭
ご
み
／
１０
㌔
㌘

に
つ
き
８０
円
、
事
業
ご
み
／
１０
㌔
㌘
に
つ

き
２３０
円

■
ご
み
の
搬
入
は
事
前
に
分
別
を

ご
み
は
種
類
ご
と
に
袋
に
入
れ
る
な

ど
、
事
前
に
分
別
し
て
か
ら
搬
入
し
て
く

だ
さ
い
。
※
大
量
の
ご
み
の
処
分
に
つ

い
て
、
ご
自
身
で
搬
入
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
場
合
は
、
一
般
廃
棄
物
収
集
運
搬
許

可
業
者（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
）に
依

頼
し
て
く
だ
さ
い
。
業
者
ご
と
に
料
金
が

異
な
り
ま
す
の
で
直
接
、
業
者
に
問
い
合

わ
せ
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
産
業
廃
棄
物

は
搬
入
で
き
ま
せ
ん
。

大
型
連
休（
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
）

の
上
・
下
水
道

市
管
工
事
業
協
同
組
合
漏
水
対
策
室

�
０
１
２
０
―

７
１
１
―

９
３
０

�
７
７
１
―

７
８
７
８

４
月
２７
日
㈯
〜
５
月
６
日
㈷
の
期
間
中

に
、
水
道
の
漏
水
や
公
共
下
水
道
が
詰
ま

っ
た
場
合
な
ど
の
修
理
は
、
市
管
工
事
業

協
同
組
合
漏
水
対
策
室
に
連
絡
し
て
く
だ

さ
い
。

社
会
福
祉
基
金
活
用
事
業
の
募
集

福
祉
総
務
課

�
７
７
５
―

５
１
１
８

�
７
７
５
―

９
８
４
６

善
意
の
寄
附
か
ら
な
る
社
会
福
祉
基
金

を
、
高
齢
者
・
障
害
者
・
児
童
な
ど
の
福

祉
向
上
に
つ
な
が
る
事
業
に
助
成
し
ま

す
。
�
市
内
に
活
動
の
拠
点
が
あ
り
、主

に
地
域
福
祉
活
動
を
行
う
法
人
・
市
民
団

体
【
対
象
事
業
】①
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提

供
す
る
事
業
②
地
域
福
祉
向
上
の
た
め
に

行
う
事
業

※
他
の
助
成
金
・
補
助
金
を

受
け
て
い
る
事
業
や
団
体
の
親
睦
を
目
的

と
し
た
事
業
は
対
象
外
で
す
。
【
事
業

例
】高
齢
者
・
障
害
者
・
児
童
な
ど
の
見

守
り
支
援
や
移
動
支
援
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、

生
活
困
窮
世
帯
支
援
、
地
域
の
乳
幼
児
支

援
他
【
助
成
対
象
経
費
】報
償
費
、旅
費
、

需
用
費
、役
務
費
、使
用
料
、賃
借
料

※

団
体
の
資
産
形
成
と
な
る
よ
う
な
物
品

（
１
万
円
を
超
え
る
備
品
）な
ど
の
購
入
費

は
、
対
象
外
で
す
。
【
助
成
額
】１
団
体

１０
万
円
を
限
度

※
事
業
内
容
や
事
業
規

模
に
よ
り
助
成
額
が
異
な
り
ま
す
の
で
、

詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

�
申
請
書（
福
祉
総
務
課
に
あ
る
。市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も
可
）に

必
要
事
項
を
記
入
し
、
添
付
書
類
を
用
意

し
て
、
５
月
３１
日
㈮
ま
で
に
直
接
、
福
祉

総
務
課
へ

※
審
査
の
上
、決
定
し
ま
す
。

上
尾
市
空
き
家
バ
ン
ク
を
開
設

交
通
防
犯
課

�
７
７
５
―

５
１
３
８

�
７
７
５
―

９
９
２
７

４
月
１
日
㈪
か
ら
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

「
上
尾
市
空
き
家
バ
ン
ク
」を
開
設
し
ま

す
。
空
き
家
バ
ン
ク
と
は
、
空
き
家
の
売

却
情
報
や
賃
貸
情
報
を
掲
載
し
、
空
き
家

の
所
有
者
と
利
用
希
望
者
と
の
マ
ッ
チ
ン

グ
を
図
る
制
度
で
す
。

情
報
掲
載
の
申
請
は
、
４
月
１
日
か
ら

随
時
受
け
付
け
ま
す
。詳
し
く
は
、市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

５月１日㈷に、現在の「平成」から新しい元号に改元さ
れます。市が発行している保険証・資格証・受給者証
などのうち、有効期限や使用期限の表記が「平成」であ
るものは、改元後も新しい元号に読み替えるため、そ
のまま使用できます。

保険証・資格証・受給者証などの
改元による取り扱い
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10
月
ス
タ
ー
ト

幼
児
教
育
の
無
償
化

+

幼児教育の無償化の具体的なイメージ（例）

３～５歳

対象者 利用料(保育料)対象となる施設・サービス

保育の必要性の認定
事由に該当する子ども

・共働き家庭
・ひとり親で働いている
　家庭他

３～５歳
上記以外

・専業主婦(夫)家庭他

利用
幼稚園、保育所、認定こども園、障害児
通園施設、地域型保育、企業主導型保
育事業(標準的な利用料)

利用
幼稚園、認定こども園、
障害児通園施設

無償
（幼稚園は月額25,700円まで）

利用

利用

複数利用

（複数利用）

幼稚園の預かり保育

幼稚園、保育所、
認定こども園 障害児通園施設

+複数利用 幼稚園、
認定こども園 障害児通園施設

認可外保育施設、ベビーシッター他
(一般的にいう認可外保育施設、自治体の認証保育施設など)

月額11,300円まで
無償

月額37,000円まで
無償

無償

ともに無償
(幼稚園は月額25,700円まで)

ともに無償
(幼稚園は月額25,700円まで)

(幼稚園は月額25,700円まで)

（注１）幼稚園の預かり保育や認可外保育施設を利用している場合、無償化の対象となるためには、
保育の必要性の認定事由に該当することが必要となる。

（注２）上記のうち認可外保育施設とベビーシッターについては、認可外保育施設の届け出をし、指導監督の基準を満たすものに
限る(ただし、５年間の経過措置として、指導監督の基準を満たしていない場合でも無償化の対象とする猶予期間を設ける)。

住民税非課税世帯については、０～２歳児についても無償化の対象となる。

３
〜
５
歳
ま
で
の
子
ど
も
が
い
る
世

帯
の
幼
稚
園
、
保
育
所
、
認
定
こ
ど
も

園
な
ど
の
利
用
料（
保
育
料
）が
無
償
化

さ
れ
ま
す
。
消
費
税
率
引
き
上
げ
時
の

１０
月
１
日
か
ら
実
施
す
る
予
定
で
す
。

幼
児
教
育
の
無
償
化
は
、
人
格
形
成

の
基
礎
を
培
う
幼
児
教
育
の
重
要
性

や
、
幼
児
教
育
の
負
担
軽
減
を
図
る
少

子
化
対
策
の
観
点
な
ど
か
ら
取
り
組
ま

れ
る
も
の
で
す
。
具
体
的
な
手
続
き
な

ど
は
、
現
在
、
国
で
検
討
が
行
わ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
で
す
。
今
後
情
報
が
提
供

さ
れ
次
第
、
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

■
幼
稚
園
、
保
育
所
、
認
定
こ
ど
も
園
、

地
域
型
保
育
、
企
業
主
導
型
保
育

①
３
〜
５
歳
／
無
償
化（
就
園
奨
励
費

が
交
付
さ
れ
る
幼
稚
園
は
、
月
額
２
万

５
、７
０
０
円
ま
で
）
※
原
則
小
学
校

就
学
前
の
３
年
間
で
、
幼
稚
園
だ
け
満

３
歳
か
ら
で
す
。
※
保
護
者
か
ら
実

費
で
徴
収
し
て
い
る
費
用（
通
園
送
迎

費
、
食
材
料
費
、
行
事
費
な
ど
）は
、
対

象
外
で
す
。
※
給
食
の
食
材
料
費
は
、

原
則
保
護
者
負
担
に
な
り
ま
す
。
た
だ

し
、
低
所
得
者
世
帯
や
年
収
３６０
万
円
未

満
相
当
世
帯
、
第
３
子
以
降
の
子
ど
も

な
ど
の
副
食
費
は
免
除
さ
れ
ま
す
。

②
０
〜
２
歳
／
住
民
税
非
課
税
世
帯
だ

け
無
償
化（
上
尾
市
は
実
施
済
み
）

■
幼
稚
園
の
預
か
り
保
育

保
育
の
必
要
性
の
認
定
を
受
け
た
場

合
、
幼
稚
園
の
預
か
り
保
育
は
、
利
用

実
態
に
応
じ
て
、
月
額
１
万
１
、３
０

０
円
ま
で
無
償
化

※
保
育
の
必
要
性

の
認
定
と
し
て
、
２
号
認
定（
保
育
を

必
要
と
す
る
３
歳
児
以
上
）ま
た
は
２

号
認
定
と
同
等
の
認
定
が
必
要（
国
で

法
制
化
予
定
）で
す
。
※
満
３
歳
は
対

象
外
で
す
。

■
認
可
外
保
育
施
設
他

①
３
〜
５
歳
／
保
育
の
必
要
性
の
認
定

を
受
け
た
場
合
、
月
額
３
万
７
千
円
ま

で
無
償
化

※
幼
児
教
育
を
目
的
と
す

る
施
設
で
、
乳
幼
児
を
保
育
し
て
い
る

実
態
が
あ
り
、
事
業
者
か
ら
市
へ
の
認

可
外
保
育
施
設
の
届
け
出
が
あ
れ
ば
対

象
で
す
。
※
認
可
外
保
育
施
設
他
、一

時
預
か
り
事
業
や
病
児
保
育
事
業
、

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー

事
業
な
ど
を
対
象
と
し
、
上
限
額
の
範

囲
内
で
、
複
数
の
サ
ー
ビ
ス
を
組
み
合

わ
せ
て
利
用
す
る
こ
と
も
可
能
で
す
。

②
０
〜
２
歳
／
保
育
の
必
要
性
が
あ
る

と
認
定
さ
れ
た
住
民
税
非
課
税
世
帯

に
、
月
額
４
万
２
千
円
ま
で
無
償
化

■
就
学
前
の
障
害
児
の
発
達
支
援（
障

害
児
通
園
施
設
）

３
〜
５
歳
の
障
害
児
の
発
達
支
援
利

用
料
を
無
償
化

※
幼
稚
園
、保
育
所
、

認
定
こ
ど
も
園
な
ど
と
発
達
支
援
の
両

方
を
利
用
す
る
場
合
は
、
い
ず
れ
も
対

象
で
す
。

保
育
課

�
７
７
５
―

５
０
４
４
、
５
１
２
１

�
７
７
４
―

５
３
４
２
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申込期限

４／１６㈫

５／１７㈮

６／１４㈮

税（料）

固定資産税
軽自動車税

市・県民税（普）

国民健康保険税（普）
介護保険料（普）
後期高齢者医療保険料（普）

※（普）は普通徴収です。

２
月
分
の
年
金
か
ら
市
・
県
民
税
が

天
引
き
さ
れ
た
人
へ

市
民
税
課

�
７
７
５
―

５
１
３
１

�
７
７
５
―

９
８
４
６

２
月
分
の
年
金
か
ら
市
・
県
民
税（
住

民
税
）が
特
別
徴
収（
天
引
き
）さ
れ
た
人

は
、
継
続
し
て
４
月
以
降
に
受
給
さ
れ
る

年
金
か
ら
も
住
民
税
が
天
引
き
さ
れ
ま

す
。
※
金
額
は
、
平
成
３０
年
度
の
納
税

通
知
書
な
ど
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

平
成
３１
年
度
の
住
民
税
額
は
、
６
月
上

旬
に
発
送
予
定
の
平
成
３１
年
度
市
・
県
民

税
の「
納
税
通
知
書
」ま
た
は「
公
的
年
金

等
所
得
に
係
る
特
別
徴
収
税
額
の
決
定
通

知
書
」で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。
通
知
書

の
見
方
は
、
同
封
の「
公
的
年
金
か
ら
の

特
別
徴
収
に
つ
い
て
」を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

難
病
者
見
舞
金
の
申
請

障
害
福
祉
課

�
７
７
５
―

５
１
２
３

�
７
７
６
―

８
８
７
２

�
市
の
住
民
基
本
台
帳
に
継
続
し
て
１
年

以
上
登
録
が
あ
り
、
県
が
交
付
し
た
有
効

な
指
定
難
病
医
療
受
給
者
証
・
小
児
慢
性

特
定
疾
病
医
療
受
給
者
証
・
指
定
疾
患
医

療
受
給
者
証
を
持
っ
て
い
る
人
【
金
額
】

１
万
円

�
各
医
療
受
給
者
証
と
受
給
者

本
人
名
義
の
預（
貯
）金
通
帳
の
口
座
番
号

が
分
か
る
物
を
用
意
し
て
、
２
０
２
０
年

３
月
３１
日
㈫
ま
で（
㈰
㈷
、
年
末
年
始
、
支

所
は
㈯
も
除
く
）に
直
接
、
障
害
福
祉
課

ま
た
は
各
支
所
・
出
張
所
へ

市
税
な
ど
の
口
座
振
替
の
申
し

込
み
は
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
で

納
税
課

�
７
７
５
―

５
１
３
５

�
７
７
５
―

９
８
４
６

金
融
機
関
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
を
専

用
端
末
に
通
し
、
暗
証
番
号
を
入
力
す
れ

ば
口
座
振
替
の
申
し
込
み
が
で
き
ま
す
。

従
来
の
よ
う
に
、
通
帳
届
け
出
印
を
用
意

し
な
く
て
も
手
続
き
が
で
き
る
た
め
、
大

変
便
利
で
す
。
※
カ
ー
ド
の
種
類
に
よ

り
利
用
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す（
法

人
カ
ー
ド
、
生
体
認
証
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー

ド
他
）。
【
取
扱
金
融
機
関
】埼
玉
り
そ
な

銀
行
、
み
ず
ほ
銀
行
、
三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行
、

三
井
住
友
銀
行
、
り
そ
な
銀
行
、
武
蔵
野

銀
行
、
東
和
銀
行
、
埼
玉
縣
信
用
金
庫
、

青
木
信
用
金
庫
、
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
【
取

扱
税
目
な
ど
】市
・
県
民
税（
普
通
徴
収
）、

固
定
資
産
税
、
軽
自
動
車
税
、
国
民
健
康

保
険
税（
普
通
徴
収
）、
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料（
普
通
徴
収
）、
介
護
保
険
料（
普

通
徴
収
）
�
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
を
用

意
し
て
、
口
座
名
義
人
本
人
が
直
接
、
納

税
課
へ

※
金
融
機
関
で
の
申
し
込
み
は

で
き
ま
せ
ん
。
【
申
込
期
限
】納
期
限
の

あ
る
月
の
１０
日
ま
で

※（
例
）５
月
３１
日

が
納
期
限
の
場
合
、
５
月
１０
日
が
申
込
期

限
で
す
。

■
依
頼
書
で
の
口
座
振
替
の
申
し
込
み

口
座
振
替
依
頼
書
は
市
内
に
あ
る
上
記

の
取
扱
金
融
機
関
と
、
群
馬
銀
行
、
足
利

銀
行
、
栃
木
銀
行
、
大
光
銀
行
、
川
口
信

用
金
庫
、
飯
能
信
用
金
庫
、
城
北
信
用
金

庫
、
中
央
労
働
金
庫
、
さ
い
た
ま
農
業
協

同
組
合
の
各
窓
口
、
納
税
課
窓
口
に
あ
り

ま
す
。
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
も
で
き
ま
す（
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
以

外
）。
口
座
振
替
の
手
続
き
は
４５
日
ほ
ど

か
か
り
ま
す
。
※
左
表
の
申
込
期
限
ま

で
に
申
し
込
め
ば
第
１
期
か
ら
口
座
振
替

で
納
付
で
き
ま
す
。

�
直
接
／
口
座
振
替
依
頼
書
に
必
要
事
項

を
記
入
・
押
印（
通
帳
届
け
出
印
）し
、
納

税
通
知
書
、
預（
貯
）金
通
帳
、
印
鑑（
通

帳
届
け
出
印
）を
用
意
し
て
、
取
扱
金
融

機
関
ま
た
は
納
税
課
へ

郵
送
／
口
座
振

替
依
頼
書
に
必
要
事
項
を
記
入
・
押
印

（
通
帳
届
け
出
印
）し
、
納
税
課（
〒
３６２
―

８

５
０
１
本
町
３
―

１
―

１
）へ

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
の

納
税
通
知
書
を
発
送

資
産
税
課（
土
地
）
�
７
７
５
―

５
１
３
３

（
家
屋
）
�
７
７
５
―

５
１
３
４

�
７
７
５
―

９
８
４
６

４
月
２５
日
㈭
に
、
平
成
３１
年
度
の
固
定

資
産
税
・
都
市
計
画
税
の
納
税
通
知
書
を

郵
送
し
ま
す
。次
の
①
〜
⑤
の
場
合
に
は
、

資
産
税
課
へ
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。
①
納

税
通
知
書
の
宛
名
が
死
亡
し
た
人
に
な
っ

て
い
る
②
海
外
へ
出
国（
居
住
・
長
期
滞

在
）す
る
予
定
が
あ
る
③
未
登
記
の
家
屋

を
新
築（
増
築
）し
た
・
取
り
壊
し
た
、
ま

た
は
そ
れ
ら
の
予
定
が
あ
る
④
未
登
記
の

家
屋
の
所
有
者
を
変
更
し
た
⑤
土
地
の
利

用
状
況
を
変
更
し
た
、
ま
た
は
そ
の
予
定

が
あ
る

ま
た
次
の
⑴
⑵
に
該
当
す
る
住
宅
は
、

平
成
３１
年
度
か
ら「
新
築
住
宅
に
対
す
る

固
定
資
産
税
の
減
額
措
置
」の
適
用
が
な

く
な
り
、
本
来
の
税
額
に
な
り
ま
す
。
⑴

平
成
２７
年
１
月
２
日
〜
平
成
２８
年
１
月
１

日
に
新
築
し
た
一
般
の
住
宅
⑵
平
成
２５
年

１
月
２
日
〜
平
成
２６
年
１
月
１
日
に
新
築

し
た
３
階
建
以
上
の
耐
火
住
宅
他
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あげお未来創造
市民会議委員を

第６次上尾市総合計画策定

募集

新年度です。気持ちを新たに市政運営に取り組
んでまいりたいと思います。
市では、今年度の予算を編成するに当たって、
新たに「政策企画提案制度」を設け、各部からの提
案を募りました。若い職員から管理職まで、いろ
いろなアイデアを出し合い、各部長がプレゼン
テーションをしました。「市民ニーズに合致して
いるか」、「時代を先取りする事業か」などの視点
で評価をし、結果的に４４事業の提案のうち２４事業
を採択し、今年度の予算に盛り込みました。
一例として、育児不安や子育て期の孤立などに
よる「産後うつ」を防ぐ事業があります。市内の産
婦人科医療機関に協力をいただき、出産後１年未

満の母子が、助産師らに悩みを相談できる「産後
カフェ」を定期的に開きます。また、産前・産後
の家事や育児の負担軽減を図るための「ヘルパー
派遣事業」や、子どもを一時的に預かる「子ども
ショートステイ事業」などを始めます。新たな提
案制度により、子育て支援の充実を図ることがで
きました。
「みんなが輝く街、上尾」の実現に向け、積極的
なアイデアを出し合い、市職員と一丸となって今
後もこの取り組みを進めていきたいと思います。

市では、現行の第５次上尾市総合計画の計画期間が、
２０２１年３月末で満了となることから、第６次上尾市総合
計画の策定作業に着手しました。新たな計画期間とな
る今後１０年間は、団塊の世代が後期高齢者となる２０２５
年問題や生産年齢人口の減少に伴う税収の減少、公共
施設の老朽化対策など、多くの課題に直面することが
予想されます。さらにその先には、団塊ジュニア世代
が高齢者となり、高齢者人口がピークとなる２０４０年問
題が控えています。市民が安心して暮らせるまちをつ
くるためには、これらの問題を見据え、持続可能な市

政運営を実現するための指針として、総合計画を策定
する必要があります。
策定に当たっては、市民の皆さんで構成する「あげ
お未来創造市民会議」を設置し、検討していきます。こ
の会議は、公募により選考された市民の皆さんと各種
団体から推薦された方など合計３０人以内で構成され、
市民の立場から提言書をまとめて市に提出し、第６次
上尾市総合計画に反映することを目的としています。
【任期】５月２５日㈯～２０２１年３月３１日 �５人程度 �次
の①②のいずれにも該当する人①市内に在住・在勤・
在学の１８歳以上②㈯に開催する会議に出席できる ※
会議は平日（夜間を含む）に開催する場合もあります。
�申請書（市役所１階総合案内、各支所・出張所・公民
館にある。市ホームページからダウンロードも可）に
必要事項を記入し、小論文（題目「持続可能なまちをつ
くるための私が考える処方箋」〈４００～８００字〉）を添え
て、４月１９日㈮まで（必着）に郵送かファクスまたはメー
ルで行政経営課（〒３６２―８５０１本町３―１―１、�s５０７００@ci
ty.ageo.lg.jp)へ ※申請書をもとに書類選考します。
結果は５月中旬までに応募者全員にお知らせします。
※第１回の会議は５月２５日㈯９時からを予定しています。

※平成３１年度予算は、市ホームページと『広報あげお』５月号で
詳しく紹介します。

約４ヵ月をかけて事業を見極めました
新年度がスタートします。

行政経営課 �７７５―３９６３・�７７６―８８７３

7 広報あげお 2019. 4 No. 1021

とき　　　 ところ　　　 内容　　　 対象　　　　 費用・金額　※記載のないものは「無料」　　 定員　　　 持ち物
申し込み　※記載のないものは「当日、直接会場へ」　　 問い合わせ　



市民の皆さんが学習を希望するテーマについて、市職
員が各担当分野の仕事や、専門的知識などを分かりやす
く説明します。 ※苦情や要望を申し入れる場ではなく、
知識・技術の習得など、学習の場として利用してくださ
い。 �市内に在住・在勤・在学する１０人以上の組織・
グループ 【派遣時間】原則として、㈪～㈮１０～２０時のう
ち、おおむね１時間程度 ※㈯㈰㈷に開催希望の場合は
担当部署と相談してください。業務の都合により、希望
に添えない場合があります。 �無料（会場使用料・材料

費は自己負担） ※会場はグループで確保し、原則とし
て公民館、地域集会所などの公共施設を利用してくださ
い。 �担当部署に事前に電話で問い合わせの上、所定
の申込書（生涯学習課、各支所・出張所・公民館にある。
市ホームページからダウンロードも可）に必要事項を記
入して、派遣希望日の２週間前までに直接、担当部署へ
※派遣の可否・詳細などは担当部署から連絡します。下
表に載っていない内容については、担当部署または生涯
学習課に問い合わせてください。

電話・ファクス
�７７５―６４７３
�７７６―８８７２

�７７５―５１２４
�７７６―８８７２

�７７４―１４１１
�７７６―７３５５

�７７４―１４１４
�７７４―８１８８
�７７５―５１４０
�７７５―９９２７

�７７５―６９２５
�７７５―９８７２

�７８１―９１４１
�７８１―９１６６

�７７５―０８００
�７７６―４６００

担当部署名
高齢介護課
（管理給付適正担当）

高齢介護課
（高齢者福祉担当）

健康増進課
（西保健センター）

健康増進課
（東保健センター）

危機管理防災課

環境政策課

西貝塚環境センター

消費生活センター

講座名

介護保険制度

高齢者サービスの
あらまし
健康長寿サポーター
養成講習
がん検診県民
サポーター養成講習
大人のこころの健康づ
くり～自身や大切な人
のこころの健康を守る
ために～
大人の熱中症予防
（受付期間４～７月）

健康の基本は食事から

子どもの健康

震災対策
ア ゲ コ ス タ イ ル

AGECOstyle（Vol１）
はじめよう！エコライフ
AGECOstyle（Vol２）
ごみの減らし方・
リサイクル
西貝塚環境センターの
仕組み
（施設の見学会）

消費生活に関する講座

分野

福
祉
・
健
康

暮
ら
し

電話・ファクス

�７７５―３９６３
�７７６―８８７３

�７７５―５１１５
�７７５―９８１９
�７７５―４５３９
�７７５―０００７
�７７８―５１１１
�７７８―５１１２
�７７５―５１１７
�７７８―５１１２
�７７５―５１１８
�７７５―９８４６
�７７５―５１２２
�７７６―８８７２
�７７５―５１２２
�７７６―８８７２
�７７５―５１１９
�７７６―８８７２
�７８３―４９６４
�７７４―５３４２
�７７５―５１２０
�７７４―５３４２

�７７５―４１９０
�７７６―８８７２

担当部署名

行政経営課

施設課

市民協働推進課

人権男女共同参画課

人権男女共同参画課

福祉総務課

障害福祉課
（地域支援第一・第二担当）
障害福祉課
（管理担当）

生活支援課

子ども・若者相談
センター

子ども支援課

高齢介護課
（地域支援担当）

講座名

総合計画

総合戦略

公共施設マネジメント

多文化共生のすすめ

男女共同参画

人権と向き合うために

地域福祉の推進

上尾市の障害福祉
サービス

障害者差別解消法

生活保護とは

児童虐待防止
啓発研修
上尾市の
子ども・子育て支援

介護予防

認知症予防

高齢者虐待防止
啓発研修

成年後見制度

分野

ま
ち
の
ビ
ジ
ョ
ン
・
市
民
社
会

福
祉
・
健
康

生涯学習課
�７７５―９４９０・�７７６―２２５０

ご利用ください
あげお市政出前講座
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成人式・スタッフ募集成人式・スタッフ募集上尾市上尾市2020年

■２０２０年上尾市成人式
�２０２０年１月１２日㈰第１回／１０時３０分～１１時４０分（予定）
（主にＪＲ高崎線東側に在住の人〈上尾中・原市中・上平
中・東中・瓦葺中の学校区〉） 第２回／１２時４５分～１３時
５５分（予定）（主にＪＲ高崎線西側に在住の人〈太平中・
大石中・西中・大石南中・南中・大谷中の学校区〉） �
文化センター �平成１１年４月２日～平成１２年４月１日生ま
れで、市内に在住している人 ※１２月上旬（予定）に案内
状を郵送します。以前、上尾市に居住していたことがあ
り、上尾市成人式に参加を希望する人は、生涯学習課に
連絡してください。

■新成人代表スタッフの募集
式典の企画や当日の司会などに協力できるスタッフを
募集します。
�６月ごろから成人式ま
でに７回程度の会議を実
施 �２０２０年に成人式を
迎え、市内に在住で式典
の企画などに興味のある
人 �５月１７日㈮までに
直接または電話で生涯学
習課へ

電話・ファクス
�７７５―１３１４
�７７５―２２３０

�７７５―１３１０
�７７０―１９０２

�７２２―５２２５
�７２０―１１１９

�７７５―０１１９
�７７０―１９０１

�７２５―２６２４
�７８０―１１９０

�７２６―２７７１
�７８０―１１９１

�７８２―０９１１
�７８２―０９２２

�７７５―９４６７
�７７６―２２３０

�７７５―９４９０
�７７６―２２５０

�７７５―９４９６
�７７６―２２５０

�７７３―８５２１
�７７６―７３３０

�７８１―８１１２
�７７６―２２５０

�７７５―９６８３
�７７５―５６３３

�７７７―１５５２
�７７７―１５５３

担当部署名

消防本部予防課

東消防署

東消防署
原市分署

東消防署
上平分署

西消防署

西消防署
大谷分署

西消防署
平方分署

議会事務局
議事調査課

生涯学習課
（生涯学習・公民
館・人権教育担当）

生涯学習課
（文化・文化財担当）

図書館

スポーツ振興課

学校保健課

中学校給食共同
調理場

上尾

原市

上平

大石

大谷

平方

講座名

火災から身を守る

応急手当

市議会の仕組みと役割
（期間限定７・８月）

上尾市の生涯学習

人にやさしくなれる
人権講座

上尾の遺跡

上尾の文化財

上尾の歴史

上尾市民の読書推進に
関する施策について

スポーツに
参加しませんか

小学校給食について

中学校給食について

分野

救
命
・
消
防

議
会

生
涯
学
習
・
ス
ポ
ー
ツ

学
校
給
食

電話・ファクス

�７７７―４４４１
�７７５―５０２４

�７７５―７３８４
�７７５―９８７２
�７７６―２４８８
�７７６―２１１７
�７７５―９６８９
�７７５―９８１９
�７７５―５１３６
�７７５―９８２７
�７７５―５１３７
�７７５―９８２７
�７７５―５１２５
�７７５―９８２７
�７７５―５１３１
�７７５―９８４６
�７７５―５１３３
�７７５―９８４６
�７７５―７６２９
�７７５―９９０６
�７７５―８１２９
�７７５―９９０６

�７７５―８４９０
�７７５―９９０６

�７７５―９３７２
�７７２―９０５０
�７７５―５１６０
�７７５―９０４１

担当部署名

商工課

商工課（観光協会）

農政課

青少年課

選挙管理委員会
事務局
保険年金課
（国民健康保険担当）
保険年金課
（国民年金担当）
保険年金課
（高齢者医療担当）

市民税課

資産税課

都市計画課

みどり公園課

建築安全課

上下水道部
下水道施設課
上下水道部
経営総務課

講座名

中小企業を応援します

上尾市産業振興

商工農観ポータルサイ
ト「あげポタ」

上尾の観光について

あげおの農産物

健全な青少年
育成を目指して

選挙の豆知識

国民健康保険
（期間限定８～２月）
国民年金加入から
受給まで
後期高齢者医療制度
（期間限定８～２月）
住民税の仕組み
（期間限定７～９月）
資産税の仕組み
（期間限定７～９月）

上尾市の街づくり

市の緑と公園

知っておきたい
建築知識
木造住宅の耐震診断と
耐震改修

公共下水道の仕組み

水道水ができるまで

分野

暮
ら
し

保
険
・
年
金
・
税

都
市
・
緑
・
水

生涯学習課 �７７５―９４９０
�７７６―２２５０

平成３１年の上尾市成人式
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県公式スマート
フォンアプリ
「まいたま」

人
権
擁
護
委
員
の
活
動

人
権
男
女
共
同
参
画
課

�
７
７
５
―

５
１
１
７

�
７
７
８
―

５
１
１
２

人
権
擁
護
委
員
は
、
市
長
が
市
議
会
の

意
見
を
聞
い
て
推
薦
し
、
法
務
大
臣
か
ら

委
嘱
さ
れ
ま
す
。
市
内
で
は
１１
人
の
委
員

が
各
種
相
談
に
応
じ
て
い
る
他
、
人
権
啓

発
と
し
て
市
の
イ
ベ
ン
ト
な
ど
で
啓
発
冊

子
の
配
布
を
行
い
、
人
権
侵
害
を
未
然
に

防
ぐ
た
め
の
活
動
を
し
て
い
ま
す
。

■
人
権
擁
護
委
員（
順
不
同
・
敬
称
略
）

わ

け
し
ょ
う
ゆ
う

ま
え
し
ま

松
尾
四
郎
、
和
氣
昭
祐
、
小
島
勝
、
前
島

百
合
子
、
小
川
久
雄
、
藤
波
政
明
、
千
葉

た
ば
た

し
ん
じ

ふ
み
子
、
太
幡
和
子
、
村
田
眞
司
、
野
田

た
だ
し

の
り
こ

正
、
𠮷
澤
章
子

■
人
権
相
談
所
の
ご
利
用
を

�
毎
月
第
４
㈬（
１２
月
は
第
３
㈬
）１０
〜
１５

時（
１２
〜
１３
時
を
除
く
）
�
市
役
所
７
階

大
会
議
室

�
家
庭
内
の
不
和
・
相
続
・

人
権
に
ま
つ
わ
る
悩
み
事
・
も
め
事
な
ど

の
相
談（
２９
ペ
ー
ジ
参
照
）
※
相
談
は
無

料
で
す
。
秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
の
で
、
気

軽
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

１０
月
１
日
か
ら
全
て
の
飲
食
店
で

消
火
器
の
設
置
が
必
要
に

予
防
課

�
７
７
５
―

１
３
１
４

�
７
７
５
―

２
２
３
０

現
在
、
床
面
積
な
ど
が
一
定
規
模
以
上

の
飲
食
店
は
、
消
火
器
の
設
置
が
必
要
と

さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
平
成
２８
年
１２

月
に
新
潟
県
糸
魚
川
市
で
発
生
し
た
大
規

模
火
災
の
重
大
性
を
踏
ま
え
て
、
消
防
法

令
が
改
正
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、

１０
月
１
日
㈫
か
ら
ガ
ス
コ
ン
ロ
な
ど
の
火

を
使
用
す
る
設
備
や
器
具（
調
理
油
過
熱

防
止
装
置
や
自
動
消
火
装
置
な
ど
が
設
置

さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
）を
有
す
る
全

て
の
飲
食
店
で
、
消
火
器
の
設
置
が
必
要

と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
設
置
し
た
消
火
器

は
、
６
カ
月
ご
と
の
定
期
点
検
と
年
１
回

の
消
防
本
部
へ
の
点
検
結
果
の
報
告
が
必

要
と
な
り
ま
す
。

ま
だ
消
火
器
を
設
置
し
て
い
な
い
飲
食

店
は
、
速
や
か
に
設
置
し
て
く
だ
さ
い
。

詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

「
パ
パ
・
マ
マ
応
援
シ
ョ
ッ
プ

優
待
カ
ー
ド
」

ア
プ
リ
版
の
ご
利
用
を

子
ど
も
支
援
課

�
７
８
３
―

４
９
６
２

�
７
７
４
―

５
３
４
２

県
内
に
在
住
・
在
園
・
在
学
の
１８
歳
ま

で
の
子
ど
も
ま
た
は
妊
娠
中
の
人
が
い
る

家
庭
に
利
用
し
て
い
た
だ
い
て
い
る「
パ

パ
・
マ
マ
応
援
シ
ョ
ッ
プ
優
待
カ
ー
ド
」

の
有
効
期
間
が
、
３
月
３１
日
で
満
了
と
な

り
ま
し
た
。４
月
か
ら
は
、県
公
式
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
ア
プ
リ「
ま
い
た
ま
」内
の「
パ

パ
・
マ
マ
応
援
シ
ョ
ッ
プ
サ
ブ
ア
プ
リ
」

を
取
得
す
る
と
、
窓
口
で
新
し
い
カ
ー
ド

を
入
手
す
る
必
要
が
な
く
な
り
ま
す
。
更

新
の
手
間
が
不
要
な
パ
パ
・
マ
マ
応
援
シ

ョ
ッ
プ
優
待
カ
ー
ド
の
ア
プ
リ
版
を
ぜ
ひ

利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

引
き
続
き
カ
ー
ド
を
利
用
す
る
家
庭

は
、
窓
口
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。
�
保

護
者
の
本
人
確
認
が
で
き
る
物（
自
動
車

運
転
免
許
証
・
保
険
証
他
）と
子
ど
も
の

生
年
月
日
が
確
認
で
き
る
物（
保
険
証
・

母
子
健
康
手
帳
他
）
�
直
接
、
子
ど
も

支
援
課
、
市
民
課
、
東
保
健
セ
ン
タ
ー
、

各
支
所
・
出
張
所
へ

※
最
新
の
県
内
協

賛
店
舗
の
情
報
は
、「
埼
玉
県
結
婚
・
妊

娠
・
出
産
・
子
育
て
応
援
公
式
サ
イ
ト
」

で
検
索
で
き
ま
す
。
詳
し
く
は
、
子
ど
も

支
援
課
へ
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

高齢者肺炎球菌ワクチンは、定期予防接種です。対象者は毎年異
なります。接種は任意ですが、機会は１人１回ですので、受け忘れが
ないように注意してください。 �過去に肺炎球菌ワクチン（ポリ
サッカライド）を接種したことがなく、次の①②のいずれかに該当
する人①生年月日が下表に該当する②６０歳以上６５歳未満で心臓、腎
臓または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限さ
れる程度の障害があるか、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能
に日常生活がほとんど不可能な程度の障害がある（身体障害者手帳
１級程度）【接種場所】市内実施医療機関 ※平成３１年度に６５・７０・
７５・８０・８５・９０・９５歳または１００歳以上になる人は、埼玉県相互乗
り入れ実施機関などでも接種できます。 �５，０００円 ※生活保護世
帯の人は無料です。受給証を提示してください。 �事前に医療機
関に予約の上、健康保険証、予診票（市内実施医療機関、東保健セ
ンター、西保健センター〈６月まで休館〉、市役所〈保険年金課・高齢
介護課〉、各支所・出張所にある）を用意して直接、医療機関へ

生年月日
昭和２９年４月２日～昭和３０年４月１日生まれ
昭和２４年４月２日～昭和２５年４月１日生まれ
昭和２０年４月１日以前に生まれた人

対象者
６５歳になる人
７０歳になる人
７５歳以上の人

高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種
健康増進課 �７７４―１４１４・�７７４―８１８８
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への加入を区会・町内会・自治会

自主防災会の活動
災害が発生した際には、隣近所の助け合いが必要

です。東日本大震災では、自主防災会による適切な
避難誘導によって多くの地域住民の命が救われまし
た。各自主防災会では、日頃から防災訓練を行い、
災害時の情報収集方法や資機材、備蓄品などの確認
をしています。

安心安全なまちづくり
夜間の犯罪防止や地域の安全を守るため、街路灯

の維持管理の他、児童の登下校時などの防犯パト
ロールを実施しています。

市や地域の情報提供
市が発行する『広報あげお』や『議会だより』などを

配布する他、回覧板を用いて地域の身近な情報を提
供しています。

環境美化運動の推進
快適な生活環境を守るため、お互いに協力し合い、

地域清掃やリサイクル活動を行っています。

スポーツ・レクリエーション活動
夏祭りや運動会など、地域住民の交流を深める親

睦行事や伝統行事を開催しています。

地域の支え合い
地域での社会福祉活動や各種募金活動に協力する

他、子育て支援や敬老会事業の実施など、子どもか
らお年寄りまで地域との触れ合いを深めています。

■加入の問い合わせ
班長などの区会・町内会・自治会役員に確認する

か、下表に問い合わせてください。
問い合わせ先 電話・ファクス

平方支所 �７２５―２００４・�７８０―１１１２
原市支所 �７２１―１６０４・�７２０―１１１３
大石支所 �７２５―１０７９・�７８０―１１１４
上平支所 �７７１―２３１５・�７７０―１１０２
大谷支所 �７８１―０１２１・�７８０―１１１３
原市団地自治会 �７２２―２４８１・�７９６―０２８７
尾山台団地自治会 �・�７２１―３７５２
西上尾第一団地自治会 �・�７２６―２０６７
西上尾第二団地自治会 �７２６―０１３１・�７２６―１４０４
■事務区制度
市では、区会・町内会・自治会の活動エリアを「事

務区」として、地域の行政区域に位置づけ、事務区
長を委嘱しています。事務区長は、地域と行政を結
ぶ連絡調整の役割を担っています。

人 数

３人

２人

職 種

一般事務（身体障害者）

土木

【第１次試験日】
５月１２日㈰ ※試験時間と会場は、受験案内をご覧ください。第２
次試験は、第１次試験合格者を対象に実施します。
【試験内容】
公務員として必要な知識について、活字印刷文による教養試験、

専門試験（土木）、性格適性検査、作文試験
【申し込み方法】
申込書（職員課、各支所・出張所、図書館本館にある。市ホーム

ページからダウンロードも可）に必要事項を記入して、証明書用写
真（縦４×横３㌢）２枚を貼り付けて、４月１８日㈭・１９日㈮の９～１６時に
申し込んでください。 ※受験資格、申込受付場所などは、市ホー
ムページまたは申込書にある受験案内をご覧ください。

区会・町内会・自治会は地域の人たちのつながりを大切にし、より住み良い地域をつくっていくことを目的
に、さまざまな活動を行っています。ぜひ、区会・町内会・自治会へ加入し、地域の人々との触れ合いを深め
ましょう。

市民協働推進課 �７７５―４５３９・�７７５―０００７

市職員を募集
職員課 �７７５―５１１２・�７７５―９８１９

２０１９年７月採用予定

【職種と採用予定人数】
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特定健診（国保加入者）・後期高齢者健診・人間ドック

各健診の対象者には受診券を郵送しますので、券が
届いたら同封の実施医療機関一覧を参照の上、受診し
てください。特定健診、後期高齢者健診の対象者には、
がん検診の受診券を同封します。各健診・人間ドック
の詳細は、下表のとおりです。
人間ドックを市内指定医療機関で受診する場合は、

事前に補助申請手続きが必要です。保険年金課または
各支所・出張所（受診日の１５日前までの申請に限る）で
手続きをしてください。 ※指定医療機関以外（市外の
医療機関他）で受診する場合は、受診後に保険年金課
で補助申請手続きをしてください。詳しくは、受診券
に同封されている案内をご覧ください。
また、特定健診を受診し、健診結果を保険年金課に

提出した人で、メタボリックシンドロームによる生活
習慣病のリスクが高いと判定された人には、おおむね
健診の２カ月後に特定保健指導の案内を郵送します。同

封の実施医療機関一覧を確認し、事前連絡の上、利用
してください。詳しくは、『平成３１年度版上尾市健康
カレンダー』１９ページをご覧ください。

■受診上の注意
・各健診と人間ドックは、いずれかを年度内１回に限
り受診できます。２回以上受診した場合、全額自己負
担となります。
・各医療機関の休診日や予約の有無などは、事前に確
認してください。
・指定医療機関以外で人間ドックを受診する場合、検
査項目を満たしていない時は、補助対象外となること
がありますので注意してください。
・社会保険など、上尾市国保以外に加入している人は、
それぞれの健康保険の保険者に問い合わせてくださ
い。

後期高齢者医療制度
高齢者人間ドック

７５歳以上の後期高齢者医療制度加入者
（６５歳以上の人で、一定の障害があると認定を受けた
人も含む） ※高齢者人間ドックは受診日現在、保険
料の滞納がない人に限ります。

検診料のうち２万円を補助
（ただし検診料が２万円を超えない時は
全額を補助）

５月～２０２０年２月
【特定健診・後期高齢者健診】問診、身体計測（身長、体重、BMI〈体格指数〉、腹囲）、診察、血圧測定、血液検査、
尿検査、心電図
【人間ドック】上記検査項目に加え、便潜血検査、胸部レントゲン、胃部レントゲンまたは内視鏡、腹部超音波、
眼底検査他
※特定健診、後期高齢者健診での眼底検査は、医師が必要と認めた場合に行います。
※眼底検査の設備のない医療機関で受診したときは、指定眼科医への紹介制度があります。
※後期高齢者健診では、腹囲は測定しません。

指定医療機関で受診する場合

事前に指定医療機関に予約をし、健康
保険証、後期高齢者健診受診券を用意
して、保険年金課または各支所・出張
所へ

指定医療機関以外で受診する場合

医療機関に予約をして受診後、健康保
険証、検診結果、領収書、振込口座が
分かる物を用意して、直接、保険年金
課へ

指定医療機関で受診する場合

健康保険証、ドック補助券

保険年金課（高齢者医療担当）

後期高齢者健診

無料

５～１０月

対象者には４月
下旬に受診券を
郵送

後期高齢者健診
受診券、健康保
険証

国民健康保険
国保人間ドック

受診日現在３５～７４歳で
国民健康保険税の滞納がない人

検診料のうち２万円を補助
（ただし検診料が２万円を超えない時は
全額を補助）

５月～２０２０年２月

指定医療機関で受診する場合
事前に指定医療機関に予約をし、健康
保険証、特定健診受診券（特定健診対
象者）、最近納付した保険税の領収書
（口座振替・年金納付の人を除く）を用
意して、直接、保険年金課または各支
所・出張所へ
指定医療機関以外で受診する場合

医療機関に予約をして受診後、健康保
険証、特定健診受診券（特定健診対象
者）、最近納付した保険税の領収書（口
座振替・年金納付の人を除く）、検診
結果、領収書、振込口座が分かる物を
用意して、直接、保険年金課へ

指定医療機関で受診する場合
４０～７４歳の人
（特定健診対象）
特定健診受診券、
健康保険証、
ドック補助券

保険年金課（管理担当）

３５～３９歳の人
（特定健診対象外）

健康保険証、
ドック補助券

特定健診

４０～７４歳の国民
健康保険加入者

無料

５～１０月

対象者には４月
下旬に受診券を
郵送

特定健診受診
券、健康保険証

対 象 者

費 用

受 診 期 間

検 査 項 目

申 し 込 み

受 診 時 に
必 要 な 物

問い合わせ

保険年金課（管理担当） �７８２―６４９４・�７７５―９８２７
（高齢者医療担当） �７７５―５１２５・�７７５―９８２７
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平成３１年度から国民健康保険税の
軽減判定基準所得が拡大

東日本大震災により上尾市に避難している皆さんへ東日本大震災により上尾市に避難している皆さんへ
水道料金・下水道使用料の減免

業務課 �７７５―５１６１・�７７５―９０４１
水道料金のうち基本料金相当額を、また下水道使

用料のうち基本使用料相当額を減免します。【減免
期間】２０２１年３月３１日まで �避難のために市内に居
所を置く世帯または避難者を受け入れている世帯
�申請書（業務課にある）、り災証明書、本人確認が
できる物（自動車運転免許証、健康保険証など震災
時に被災地に住んでいたことが分
かる物）を用意して直接、業務課へ
※書類が用意できない場合は問い
合わせてください。

アッピーフリーパスの発行
交通防犯課 �７７５―５１３８・�７７５―９９２７

市内循環バス“ぐるっとくん”の無料乗車券と健康プ
ラザわくわくランドの無料入場券を併せた「アッピー
フリーパス」を発行しています。【利用期間】２０２１年３
月３１日まで �青森県・岩手県・宮城県・福島県・茨
城県・栃木県・千葉県から上尾市に避難してきた人
�申請書（交通防犯課にある）に必要事項を記入し、本
人確認ができる物（自動車運転免許証、健康保険証
他）、利用者の写真（縦３×横２．４㌢）１枚（本人が窓口へ
来る場合はなくても可）を用意して直接、交通防犯課
へ ※期限切れのアッピーフリーパスを持っている人
も、上記利用期間までそのまま利用できます。

国民健康保険税は、世帯の総所得金額等が一定以下の場合、均等割額が７割、５割または２割軽減されます。平
成３１年度税制改正で、５割と２割軽減の対象が拡大されました。詳しくは下表のとおりです。

【軽減割合と所得基準】

※注 国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行後も継続して同一世帯に属する人

なお、世帯主（国民健康保険に加入していない世帯主含む）、平成３１年１月１日時点で１６歳以上の加入者、特定
同一世帯所属者全員が所得の申告を行っていることが条件です。所得がない（少ない）人も軽減を受けるために
は、市民税課（必要に応じて税務署）で申告してください。
税法上申告が必要ない人（確定申告や市・県民税の申告書などで扶養として他の人から申告されている人）も

所得の申告が必要です。対象者には申告書を６月上旬ごろに郵送しますので、直接または郵送で保険年金課（〒
３６２―８５０１本町３―１―１）へ提出してください。
申告する時期によっては、国民健康保険税額が年度途中で変更になることがありますので、早めに申告して

ください。

前年中の総所得金額等
（世帯主と国民健康保険加入者、特定同一世帯所属者（※注）の所得合計額）

３３万円以下
３３万円＋｛２７．５万円×（被保険者数＋特定同一世帯者数）｝以下
３３万円＋｛２８万円×（被保険者数＋特定同一世帯者数）｝以下
３３万円＋｛５０万円×（被保険者数＋特定同一世帯者数）｝以下
３３万円＋｛５１万円×（被保険者数＋特定同一世帯者数）｝以下

平成３０年度まで
平成３１年度から
平成３０年度まで
平成３１年度から

軽減割合

７割

５割

２割

保険年金課 �７８２―６４７１・�７７５―９８２７

13 広報あげお 2019. 4 No. 1021

とき　　　 ところ　　　 内容　　　 対象　　　　 費用・金額　※記載のないものは「無料」　　 定員　　　 持ち物
申し込み　※記載のないものは「当日、直接会場へ」　　 問い合わせ　


